
◎医療保険で訪問看護をご利用の方（3割負担）

①基本料金（サービス提供１回につき）

利用者負担額

３,８９７円

２,５６５円

２,８６５円

②その他の料金（該当する場合には下記の料金がかかります）

利用者負担額

さつき訪問看護ステーション　利用料金ご案内

項目

月の初日の訪問看護

月の2日目以降の訪問看護

月の2日目かつ、週4日以降の訪問看護

加　算　項　目

24時間対応体制加算

月1回 １,９２０円(必要に応じて緊急訪問看護を行える体制を
整備している場合）

緊急訪問看護加算

１日につき１回 ７９５円（利用者やその家族の緊急の求めに対して、計画外の
訪問看護を行った場合）

長時間訪問看護加算

週１回 １,５６０円（人工肛門・留置カテーテル等を使用している場合
や、状態が急激に悪化した場合で、訪問時間が９０分

を超える場合）

複数名訪問看護加算

週１回 １,３５０円（末期のがん等の方や人工肛門・留置カテーテル等を
使用している方、利用者の身体的理由などで２名以上

で看護を行った場合）

在宅患者連携指導加算

月１回 ９００円（看護師等が月2回以上医療関係職種間で情報共
有をし、指導を行った場合）

特別管理加算（重症度等の高いもの）

月１回 １,５００円（在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状
態や留置カテーテル等を使用している状態）

特別管理加算（上記以外）

月１回 ７５０円（在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や
真皮を超える褥瘡の状態）

退院支援指導加算

退院につき1回 １,８００円（末期のがん等の方や人工肛門・留置カテーテル
等を使用している方で、退院日に訪問し在宅療養

の必要な指導を行った場合）

退院支援指導加算・長時間

退院につき1回 ２,５２０円（末期のがん等の方や人工肛門・留置カテーテル
等を使用している方で、退院日に訪問し在宅療養

の必要な指導を90分以上行った場合）



利用者負担額

２,４００円

③その他の利用料（利用者が亡くなられた場合は保険適応外になります。）

   ・各種健康保険、公費等適用になりますので、ご提示下さい。

　・交通費はいただいておりません。

　・ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

　　（電話０２８−６８９−８３６７）　　　　　　　

月１回 ７５０円（緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工
膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行
為研修を修了した看護師が、看護の実施に関する計画
的な管理を行った場合。）

加　算　項　目

難病等複数回訪問加算
1日２回の訪問の

場合の2回目
１,３５０円

（末期のがん等の方や人工肛門・留置カテーテル等を
使用している場合、状態が急激に悪化した場合等で週

４日以上の訪問が可能な方のみ）
1日３回以上の

訪問の場合、2回目
以降一律

在宅患者緊急時カンファレンス加算

月２回まで ６００円
(急変等の際、看護師等が医師、ケアマネ等とカン

ファレンスを実施し共同で指導を行った場合）

専門管理加算

退院時共同指導加算
退所または

退院につき1回
２,４００円（退所・退院後の在宅療養について入院先の医師

などと共同指導した場合）

時間外加算

早朝

それぞれ１日１回、
計１日２回まで

６３０円
（6時～8時）

夜間
６３０円

（18時～22時）

１０，0００円 (別途消費税がかかります)

深夜
１,２６０円

（22時～6時）

遠隔死亡診断補助加算

１回のみ ４５０円
（主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて

医師の死亡診断の補助を行った場合）

訪問看護ターミナルケア療養費

１回のみ ７,５００円
（利用者が亡くなった日、及び亡くなる前14日以内

に2回以上ターミナルケアを行った場合）

死亡後処置料（エンゼルケア）


	3割

